








特記仕様書 （土木工事関係）

Ⅰ．適用範囲に関する事項

　本工事の施工にあたって受注者は，契約書に基づき，設計図書に

従って施工するものとする。

　また，設計図書のうち仕様書については，「本特記仕様書」及び

「新潟市土木工事共通仕様書（最新版）」を適用し、「農業土木工事

標準仕様書（新潟県農地部）（最新版）」を準用する。
  なお，当初設計金額２５０万円以上５００万円未満の請負工事におけ
る提出書類等については，「500万円未満の少額土木工事の提出書類の
簡素化を試行します。」（工事検査課のホームページに掲載）を適用する。

【参考１】工事請負契約約款　第1条　の抜粋　

（総則）

第1条　発注者及び受注者は，この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき，設計図書（別冊の設計

書，図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国

の法令を遵守し，この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。

２～５　（省略）

【参考２】新潟市土木工事共通仕様書　第1編　共通編　第１章　総則　第１節　総則

１－１－２ 用語の定義　の抜粋　

１－１－２ 用語の定義　の抜粋

１．～２．（省略）

３．契約図書とは，契約書及び設計図書をいう。

４．設計図書とは，設計書，図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

５．設計書とは，工事数量総括表をいう。

６．～３４．（省略）
























